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高
齢
者
の
福
祉
の
向
上
を
図
る
た

め
、
は
り
・
灸
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
施

術
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
。

対
象
者

　

町
内
に
住
所
を
有
し
、
75
歳
以
上

の
人
で
、
住
民
税
等
の
滞
納
が
な
い

人助
成
枚
数

　

１
人
に
つ
き
12
枚
発
行

　
　

（
年
度
内
に
１
人
１
回
助
成
）

助
成
金
額

　

１
枚
に
つ
き
500
円

申
請
方
法

　

福
祉
課
の
窓
口
に

　

来
所
の
上
、
申
請
書
を
記
入
し
、

　

提
出
し
て
く
だ
さ
い

※
滞
納
状
況
等
確
認
の
う
え
発
行
し

ま
す
。

【
問
合
せ
先
】

　

保
健
セ
ン
タ
ー　

福
祉
課

　
　
　
　
　
　
　

☎
75
ー
４
１
０
１

高
齢
者
は
り
・
灸
・
マ
ッ
サ
ー

ジ
施
術
費
助
成
事
業

温
水
プ
ー
ル
の
利
用
料
を

　
　
　
　
一
部
免
除
し
ま
す

　

心
身
に
障
が
い
の
あ
る
人
な
ど
が
、

身
体
機
能
の
回
復
、
運
動
能
力
・
生

活
行
動
能
力
を
高
め
、
健
康
で
明
る

い
生
活
を
送
る
た
め
に
、
温
水
プ
ー

ル
の
利
用
料
を
一
部
免
除
し
ま
す
。

対
象
者

　

町
内
に
住
所
を
有
し
、
次
の
い
ず

　

れ
か
に
該
当
す
る
人

①
身
体
障
害
者
・
療
育
手
帳
を
持
つ

　

人
②
医
師
の
指
示
書
を
受
け
た
人

③
そ
の
他
町
長
が
必
要
と
認
め
た
人

申
請
方
法

　

福
祉
課
の
窓
口
に
来
所
の
う
え
、

　

申
請
書
を
記
入
し
て
提
出

持
ち
物

・
印
鑑

・
該
当
す
る
各
種
手
帳

・
医
師
の
指
示
書(

該
当
者)

【
問
合
せ
先
】

　

保
健
セ
ン
タ
ー　

福
祉
課

　
　
　
　
　
　
　

☎
75
ー
４
１
０
１

ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
・

　
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等

　
　
家
族
教
室
・
専
門
相
談

　

こ
の
教
室
は
、
参
加
者
ど
う
し
の

話
合
い
を
通
じ
て
、
家
族
自
身
が
ゆ

と
り
を
も
っ
て
自
分
ら
し
く
過
ご
し

て
い
け
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

１
人
で
悩
ま
ず
、
ま
ず
は
参
加
し
て

み
ま
せ
ん
か
？

家
族
教
室

対
象
者

　

家
族
の
飲
酒
・
薬
物
・
ギ
ャ
ン
ブ

　

ル
等
で
お
困
り
の
人（
本
人
以
外
）

日
時

　

４
月
10
日(

金)

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時

場
所

　

さ
わ
や
か
会
館
３
階
第
２
研
修
室

　
　
　
　

（
鳥
取
市
富
安
２
丁
目
96
）

内
容

　

ミ
ニ
講
義
「
依
存
症
と
は
？
」

講
師

　

鳥
取
県
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
・

　

薬
物
依
存
症
支
援
拠
点
機
関

　

渡
辺
病
院　
　

山
下　

陽
三
医
師

　
　
　
　
　
　
　

林　

敏
昭
看
護
師

専
門
相
談

対
象
者

　

ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
・
ギ
ャ
ン
ブ

　

ル
等
の
問
題
で
お
困
り
の
人
。
本

　

人
・
家
族
だ
け
で
な
く
関
係
者
か

　

ら
の
相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

（
２
日
前
ま
で
に
予
約
が
必
要
で
す
）

日
時　

　

４
月
10
日(

金)

　

午
後
３
時
～
４
時

場
所

　

さ
わ
や
か
会
館
３
階

　
　

第
１
・
２
研
修
室

　
　
　
　

（
鳥
取
市
富
安
２
丁
目
96
）

相
談
担
当

　

鳥
取
県
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
・

　

薬
物
依
存
症
支
援
拠
点
機
関

　

渡
辺
病
院　
　

山
下　

陽
三
医
師

　
　
　
　
　
　
　

林　

敏
昭
看
護
師

※
相
談
時
間
は
１
人
30
分
で
す
。

【
予
約
・
問
合
せ
先
】

　

鳥
取
市
保
健
所　

保
健
医
療
課
　

　
　
☎
０
８
５
７
ー
22
ー
５
６
１
６
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